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令和 8年度事業計画書 

 

 

当財団は、安全安心で良質な建築物の整備に資するため、公正中立な第三者として、建築技術審査・評価のほ

か、既存建築物に関する調査・審査・検査、建築生産等に関わる品質・環境マネジメントシステム認証登録、建築基

準等に関する情報提供等、建築技術に関する多様なサービスを業務として提供しています。 

本年度は、新たに確認検査の BIM 図面審査を的確に開始するとともに、各審査事業において、電子申請や、IT

技術を活用した事前相談、事前審査等を推進し、積極的にサービスの向上とお客様のニーズ・ご要望への対応に

取り組んでまいります。また、将来の建築物 LCCO2評価等に関する業務の実施に向けた必要な準備を進めるとと

もに、引き続き、財団全体でＳDGsの目標の達成に向けた取り組みを積極的に推進します。 

 

 

Ⅰ 建築確認検査事業 

建築物の安全性等の品質の確保と円滑な手続きに対する社会的要請に応えるよう、建築確認検査事業につい

てお客様から信頼されるサービスを迅速・的確に提供します。また、超高層建築物等の大規模・複雑な案件だけで

なく、中小規模建築物についてもより多くの案件をご依頼いただけるよう尽力します。 

１．的確な業務の実施 

（１）過不足のない審査・検査を実施するため、業務手順書、審査・検査マニュアル等を継続的に改訂、整備します。 

（２）法令等の取り扱いに慎重な判断を要する案件については、特定行政庁等への照会回答に基づき的確に審査

を行います。 

（３）監視委員会を開催し、確認検査業務の実施状況の確認等、業務の公正かつ的確な実施のために必要な監査

を受けます。 

２．サービスの向上 

（１）事前相談の充実により、手戻りのない円滑な申請手続きを推進します。 

（２）個々の案件審査の進捗状況について情報提供を行うとともに、お客様の希望するスケジュールに対応した審

査・検査を確実に実施します。 

（３）住宅性能評価業務及び省エネ適合性判定業務と連携･協力し、迅速かつ円滑に業務を実施することにより、お

客様の利便性向上を図ります。 

（４）お客様にとって有益な法改正を含む法令資料、各種行政情報等を提供します。 

（５）BIM図面審査を的確に開始し、BIMデータ審査開始に向け必要な準備を遅滞なく行います。また、国土交通省

が進める電子申請受付システム（新システム）と連動するシステムの構築を行います。 

（６）令和6年12月に開始した計画通知を的確に実施し、お客様の幅広いニーズに対応します。 

 

 

Ⅱ 住宅性能評価等事業 

良質な住宅を安心して取得できる市場の形成に資するための住宅性能評価等事業について、お客様から信頼

されるサービスを迅速・的確に提供します。また、お客様のご要望に応じ、法定以外の審査・検査等を積極的に実

施します。 

１．的確な業務の実施 

過不足のない審査・検査を実施するため、設計・建設住宅性能評価マニュアルに基づく審査・検査を実施するほ

か、業務手順書を継続的に改訂、整備します。 

２．サービスの向上 

（１）事前相談の充実により、手戻りのない円滑な申請手続きを推進します。 

（２）個々の案件審査の進捗状況について情報提供を行うとともに、お客様の希望するスケジュールに対応した審

査を確実に行います。 

（３）確認検査業務及び省エネ適合性判定業務と連携・協力し、迅速かつ円滑な業務を実施することにより、お客様
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の利便性向上を図ります。また、お客様のご要望に応じ、電子申請による審査を実施します。 

 

 

Ⅲ 省エネ性能判定等事業 

建築物の省エネ性能の確保に資するための省エネ性能判定等事業について、お客様から信頼されるサービス

を迅速・的確に提供します。また、建築物省エネ性能表示制度（BELS）評価事業や CASBEE 評価認証事業などの

省エネ・環境関連事業を推進します。 

１．的確な業務の実施 

（１）過不足のない審査を実施するため、業務手順書、審査マニュアル等を継続的に改訂、整備します。 

（２）省エネ基準に係る完了検査を円滑に進めるため、確認検査業務と連携し、お客様へ適切な時期に軽微変更等

必要な手続きをご案内するなど、適切な業務を実施します。 

（３）登録建築物エネルギー消費性能判定機関の登録の更新手続きを的確に行います。 

２．サービスの向上 

（１）確認検査業務及び住宅性能評価業務と連携･協力し、迅速かつ円滑に業務を実施するとともに、お客様の利便

性向上を図ります。 

（２）お客様の手続きが円滑に進むよう、適切かつ分かりやすい情報提供に努めます。 

（３）BIM 図面審査に対応した業務の開始と的確な運用を行うとともに、BIM データ審査開始に向けた準備を滞り

なく行います。 

 

 

Ⅳ 構造計算適合性判定事業 

建築物の構造安全性に資する構造計算適合性判定事業について、お客様から信頼、支持され、より多くの案件

をご依頼いただけるよう注力するとともに、迅速・的確に業務を実施します。 

１．的確な業務の実施 

（１）法令基準（特定構造計算基準、特定増改築構造計算基準）への適合性の審査を適切に実施するため、審査の

ためのマニュアル及び内規の充実を進めるとともに、その運用にばらつきが生じないよう、判定員及び職員の研

修を行います。 

（２）監視委員会を開催し、判定業務の実施状況の確認等、業務の公正かつ的確な実施のために必要な監査を受

けます。 

２．サービスの向上 

（１）事前相談の充実により、手戻りのない円滑な審査を推進するとともに、お客様の要望を踏まえた審査スケジュ

ールの設定・管理を的確に行います。 

（２）お客様の手続きが円滑に進むよう、適切かつ分かりやすい情報提供に努めます。 

（３）取り扱える案件の拡大を図るため、構造計算適合性判定業務の委任を限定的に受けている県に対しては対象

建築物の委任条件の見直しを要請します。 

（４）BIM 図面審査に対応した業務の開始と的確な運用を行うとともに、BIM データ審査開始に向けた準備を滞り

なく行います。 

 

 

Ⅴ 技術評価事業 

建築物の品質確保と円滑な手続きに対する社会的要請に応えるよう、技術評価事業についてお客様から信頼さ

れるサービスを迅速・的確に提供します。また、業務改善やサービス向上に努め、より多くの案件をご依頼いただ

けるよう尽力します。 

１．法令に基づく技術評価事業の推進 

建築基準法に基づく性能評価事業・型式適合認定等事業及び住宅品質確保法に基づく試験事業・住宅型式性

能認定等事業を推進します。 

また、指定性能評価機関の指定及び登録建築物エネルギー消費性能評価機関の登録の更新手続きを的確に

行います。 
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２．自主評価事業の推進 

建築技術の信頼性を補完するため、第三者の立場から公正中立な審査を行います。 

省エネ化、木材利用促進に係る建築物・建築材料及び既存建築物等に係る技術評価・調査の多様なニーズに

的確にお応えするため、評価・調査メニューを拡充・提供します。 

（１）評定事業 

お客様のニーズにより、新材料・新技術を用いる建築物等に係る評定や、建築基準法等に定められた基準へ

の適合性を評価する評定事業を実施するとともに、評定した技術に関する情報を関係業界等に提供します。 

住宅・建築物の省エネ性能及び中高層建築物の木質化に伴う建築物・建築材料等の評価を積極的に実施し

ます。 

また、特殊構造方法等認定（現行の建築基準法第 38 条に基づく認定）の取得を希望するお客様が円滑に認

定取得できるよう、認定を前提とした技術的審査の評定を実施します。 

（２）建設技術審査証明事業 

民間で開発された建築物等の各種技術を対象に、技術的な特徴、優位性等について審査・証明を行う事業を

実施します。 

（３）既存建築物の各種調査等事業 

適法性調査関係では、検査済証のない建築物の建築基準法適合状況調査（国土交通省が定めたガイドライ

ンに基づく調査）、現況の遵法性調査、確認申請手続きを要しない改修計画の法適合性審査・検査、エンジニ

アリングレポートの作成業務を実施します。さらに、既存鉄筋コンクリート造建築物の耐用年数評価業務を積極

的に実施します。 

また、平成10年改正前の建築基準法第38条認定建築物の増改築等に対する審査・評価等の支援業務を推

進します。 

（４）耐震診断評定事業 

既存建築物の耐震診断結果及び耐震改修計画に関する評定事業を実施します。なお、免震、制振技術等の

高度な技術を用いた建築物や、重要文化財等の技術的評価が難しい案件についても積極的に対応します。 

３．信頼性の高い業務の提供、サービスの向上 

（１）業務実施方法の点検・見直し、過不足のない審査の徹底、評価基準の積極的整備、申請図書の見直しなどを

進めるとともに、業務プロセスの運用・改善等を行うことにより、信頼性の維持・向上に努めます。 

（２）お客様アンケート等を踏まえた業務改善を行うとともに、随時受付案件の拡充、事前相談の一層の充実、お客

様のご要望を踏まえた審査スケジュールの設定、申請資料等の電子化への対応、IT 技術を活用した事前相談、

審査等の実施、試験機関との連携による試験から技術評価までの一連の業務提供等により、サービスの向上を

図ります。 

 

 

Ⅵ システム認証登録事業 

品質、環境、労働安全衛生及びアセットマネジメントシステムの認証登録事業について、審査の質の一層の向上

に努めるとともに、既認証及び新規のお客様に対するサービスの充実を図ります。 

（１）公益財団法人日本適合性認定協会の審査、審査員に対する評価などの情報を活用して、審査の質の一層の

向上に努めます。 

（２）教育・訓練の計画的実施等により、専門性が高く、優秀な内部及び外部審査員を育成、確保します。 

（３）認証業務支援システムを活用し、審査書類の電子化などにより、お客様の利便性向上を図ります。 

（４）「ＩＳＯ情報交換会」の開催及び「ＩＳＯだより」の発行等により、既認証のお客様への情報提供サービスの充実を

図ります。 

（５）ISO9001：2026、ISO14001:2026の規格発行に伴い、JAB認定移行の準備を開始するとともに、既認証のお客様

へ情報提供を行い、認証移行を円滑に進めます。 

 

 

Ⅶ 情報提供事業 

建築基準や建築技術の普及を図るため、建築技術者の技術力向上に資する図書を出版し、講習会を開催しま
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す。講習会については、積極的に IT 技術を活用し、ハイブリッド形式や、オンライン・オンデマンド形式のセミナー

を中心に開催します。 

（１）法令改正に伴う技術解説書や初級技術者向けに建築技術を分かりやすく解説したマニュアルなどを編集・出版

します。 

（２）受講者ニーズを踏まえ、新たなテーマの技術セミナーをバランスのよい年間計画に基づいて企画・開催します。 

（３）情報交流会会員に対し、最新かつ有益な建築技術情報を機関誌「ビルデイングレター」（月刊）により提供しま

す。また、会員向けホームページの内容拡充や、建築技術見学会の開催等、会員へのサービスの充実を図りま

す。 

（４）当財団の技術審査・評価等に関する情報発信、図書の出版、講習会の企画・実施等を行います。 

 

 

Ⅷ 調査研究事業 

建築技術研究所において、学識経験者で構成する諮問委員会・基本企画委員会を運営し、中長期的な研究所

のあり方、調査・研究テーマの設定などに関し助言を得つつ、建築分野の産学官（企業、学識経験者、行政）の交

流促進、建築界の発展などに寄与する調査、研究を実施します。 

本年度は、既存鉄筋コンクリート造建築物の耐用年数評価のデータ分析、BIM を活用した建築確認の課題検討、

中・高層および大規模木質系建築物の建築界における状況、課題等を把握し、知識・情報を蓄積します。 

このほか、現在の建築界における先進的かつ注目度の高い、または、設計者の方々の問題意識が高いと考えら

れる課題等に関連した新たなテーマを設定し、調査・研究を進めていきます。 

 

 

Ⅸ 国際交流事業等 

１．国際交流事業の推進 

我が国及び諸外国の建築水準の向上、建築技術・建築資材の交易促進等に寄与するため、建築に関する国際

交流及び協力を推進します。 

（１）建築技術評価の制度や評価方法の改善に寄与するため、海外の建築技術評価機関等との情報交換を推進し

ます。その一環としてWFTAO(世界技術評価機関連盟)総会等に参加します。 

（２）第15回日中建築・住宅技術交流会議を中国で開催し、中国との建築・住宅等に係る情報交流を推進します。 

（３）第28回日仏建築会議をフランスで 2027年に開催する準備を進めます。 

（４）海外の建築基準、技術評価制度等に関する情報提供を行うため、国際会議や、海外の関連機関との情報交換

や文献調査を行い、得られた情報をホームページ掲載等により提供します。 

（５）日本の建築基準、技術評価制度等に関する情報提供を行うため、建築基準法令の翻訳作業の支援等を実施し

ます。 

（６）一般社団法人 建築・住宅国際機構（IIBH）及び一般社団法人 国際住宅建築都市産業協会（JUBH）等が行う国

際交流等を推進するため、人的・資金的支援を行います。 

（７）開発途上国等の建築分野の専門家の育成を図るため、独立行政法人国際協力機構が行う国内研修等に協力

します。 

２．建築・住宅分野の産業の海外展開の支援 

日本の建築・住宅関連民間企業の海外展開活動を支援するための各種情報の収集等を行います。 

 

 

Ⅹ 業務運営の改善等 

１．お客様との信頼関係の一層の深化 

役職員全てが「全員営業」の意識を持ち、お客様と密接なコミュニケーションを行い、ご意見を的確に把握して業

務改善につなげます。また、高度・複雑・特殊な技術の審査・評価等、多様なニーズに迅速・丁寧に対応し、お客様

の課題解決に積極的に取り組みます。 

当財団をご利用されていない方々に対して、当財団の特長や各業務のサービスの内容などをわかりやすく説明

する機会を積極的に設けるなど、継続的かつ効果的に広報や情報提供を行います。 
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２．質の高い業務実施のための体制の整備 

（１）業務遂行能力の維持向上を図るため、職員の確保・育成に取り組みます。 

（２）業務方法の改善・変革、現在運用している IT 環境の見直しや、必要な設備を更新するとともに新たな IT 技術

の導入などにより、お客様へのサービス向上、業務プロセスの改善や業務の効率化を推進します。 

（３）事業継続に影響を与える不測の事態においても、お客様へ適切なサービスを提供できるよう、財団全体の事

業継続計画（BCP）を必要に応じて見直します。 

（４）財団全体で SDGs の達成に向けた取り組みを積極的に推進します。また、多様で柔軟な働き方を実現するた

め、職員の意欲や能力を存分に発揮できる環境づくりを進めるとともに、業務改善等による時間外労働の縮減

をより一層推進し、年次有給休暇の計画的な取得を促進します。 

（５）技術審査・評価等を実施している機関の関係団体（日本建築行政会議、一般社団法人建築性能基準推進協会、

一般社団法人住宅性能評価・表示協会等）の会員として、行政機関への制度改善の提案等にかかる活動に積

極的に参加します。 

３．その他 

（１）将来の建築業界を担う人材の育成に寄与することを目的とし、日本女子大学で寄附授業を実施します。 

（２）将来の建築物LCCO2評価等業務の実施に向け必要な検討及び準備を行います。 


